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環
境
の
保
全
の
た
め
の
意
欲
の
増
進
及
び
環
境
教
育
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案
（
衆
第
三
九
号

（
衆
議
院
提

）

出
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
持
続
可
能
な
社
会
を
構
築
す
る
上
で
国
民
、
民
間
団
体
等
が
行
う
環
境
保
全
活
動
並
び
に
そ
の
促
進
の
た
め

の
環
境
保
全
の
意
欲
の
増
進
及
び
環
境
教
育
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
基
本
理
念
を
定
め
、
並

び
に
国
民
、
民
間
団
体
等
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
基
本
方
針
の
策
定
そ
の
他
の
環
境

保
全
の
意
欲
の
増
進
及
び
環
境
教
育
の
推
進
に
必
要
な
事
項
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

一
、
基
本
理
念
に
つ
い
て
、
環
境
保
全
活
動
、
環
境
保
全
の
意
欲
の
増
進
及
び
環
境
教
育
は
、
国
民
、
民
間
団
体
等
の
自
発
的

意
思
を
尊
重
し
つ
つ

多
様
な
主
体
が
そ
れ
ぞ
れ
適
切
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
と
な
る
よ
う
に
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と

、

、

体
験
活
動
の
重
要
性
を
踏
ま
え
、
多
様
な
主
体
の
参
加
と
協
力
を
得
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
透
明
性
を
確
保
し
な
が
ら

継
続
的
に
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
等
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

二
、
国
民
、
民
間
団
体
等
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
に
つ
い
て
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
っ
た
責
務
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
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三
、
政
府
は
、
環
境
保
全
の
意
欲
の
増
進
及
び
環
境
教
育
の
推
進
に
関
す
る
基
本
方
針
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す

る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
は
、
基
本
方
針
を
勘
案
し
て
、
そ
の
区
域
の
自
然
的
社
会
的
条
件
に
応
じ
た
方
針
、

計
画
等
を
作
成
し
、
公
表
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

四
、
国
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
は
、
学
校
教
育
及
び
社
会
教
育
に
お
け
る
環
境
教
育
の
推
進
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の

と
し
、
ま
た
、
民
間
団
体
、
事
業
者
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
職
場
に
お
け
る
環
境
保
全
の
意
欲
の
増
進
又
は
環
境
教

育
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

五

環
境
保
全
に
関
す
る
知
識
及
び
指
導
能
力
を
有
す
る
者
を
育
成
し

又
は
認
定
す
る
事
業
を
行
う
国
民

民
間
団
体
等
は

、

、

、

、

当
該
人
材
認
定
等
事
業
に
つ
い
て
、
主
務
大
臣
の
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

そ
の
他
、
人
材
の
育
成
又
は
認
定
の
た
め
の
取
組
に
関
す
る
情
報
の
収
集
・
提
供
、
環
境
保
全
の
意
欲
の
増
進
の
拠
点
と

し
て
の
機
能
を
担
う
体
制
の
整
備
、
国
民
、
民
間
団
体
等
に
よ
る
土
地
等
の
提
供
に
関
す
る
措
置
、
協
働
取
組
の
在
り
方
等

の
周
知
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
財
政
上
・
税
制
上
の
措
置
、
情
報
の
積
極
的
公
表
等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

六
、
こ
の
法
律
に
基
づ
く
措
置
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
国
民
、
民
間
団
体
等
の
自
立
性
を
阻
害
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う

配
慮
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
措
置
の
公
正
性
及
び
透
明
性
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
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七
、
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基

づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。


